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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，全国段ボール工業

組合連合会（JCCA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を

改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格で

ある。 
これによって，JIS Z 0104:1990 は改正され，この規格に置き換えられた。 
この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 
この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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段ボール用語 
Glossary of terms used in corrugated fibreboard industry 

 
序文 

この規格は，1969 年に制定され，その後 4 回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は 1990 年に

行われたが，その後の関連する JIS の改正及び廃止に対応するために改正した。 

なお，対応国際規格は現時点で制定されていない。 

 

1 適用範囲 

この規格は，段ボール工業において用いる主な用語及びその定義について規定する。 

 

2 分類 

用語の分類は，次による。 

a) 段ボール及び段ボール箱の種類 

b) 材料及び補助材料 

c) 形式，寸法及び設計 

d) 機械及び装置 

e) 性能及び試験方法 

f) 製造方法及びその管理  

 

3 用語及び定義 

用語及び定義は，次による。 

なお，参考として対応英語を示す。また，一つの用語欄に二つ以上の用語を併記してある場合は，記載

の順位に従って優先的に用いる。 

注記 1 用語の読み方が紛らわしいものについては，用語の次に括弧書きで読み方を示す。 

注記 2 平仮名では分かりにくい場合には，平仮名の後に括弧をつけて表外漢字を示す。 

a) 段ボール及び段ボール箱の種類  
番号 用語 定義 対応英語（参考） 

1001 段ボール 波形に成形された中芯の片面又は両面にライナを貼り

合わせたもの。種類によって片面段ボール，両面段ボ

ール，複両面段ボール，複々両面段ボールがあり，ま

た，用途によって外装用段ボール，内装用段ボールに

分類する（JIS Z 1516 参照）。 

corrugated fibreboard， 
corrugated board 

1002 A 段， 
A フルート 

段ボールの波形部分を構成する段種の一つで，段の数

が 30 cm 当たり 34±2 段あるもの。AF とも表記する

（JIS Z 1516 参照）。 

A flute 

 


